
 多久市公民館施設使用条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

   令和５年１２月２５日 

 

多久市長  横 尾  俊 彦    

 

多久市条例第２６号 

 

   多久市公民館施設使用条例の一部を改正する条例 

 

 多久市公民館施設使用条例（昭和５５年多久市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第５条の次に次の１条を加える。  

 （地区公民館の使用料に関する特例）  

第５条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、高齢者（６５歳以上の者をいう。）

が健康と福祉の増進及び教養の向上のために憩いの間を利用するときは、使

用料は、無料とする。  

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

（中央公民館） 

区分  使用料（１時間につき）  

ホール ２,０２０円 

研修室１ １４０円 

研修室２ １４０円 

和室東 ３２０円 

和室西 ３２０円 

調理実習室 ４４０円 



（地区公民館） 

区分  使用料（１時間につき）  

大広間  ６００円  

研修室  １２０円  

憩いの間  １００円  

調理実習室  １４０円  

備考  

１ 大広間に仕切りを設けて使用する場合の使用料は、この表に定める額の

２分の１の額とする。  

２ 使用料の額は、消費税額及び地方消費税額を含めた額とする。  

３ 使用時間は、準備及び原状回復に要する時間も含めたものとする。  

４ 使用時間が１時間に満たない場合は、１時間とする。  

５ 使用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合の使用料は、この

表に定める額の２倍の額とする。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （多久市高齢者憩の家条例の廃止） 

２ 多久市高齢者憩の家条例（平成１５年多久市条例第８号）は、廃止する。  

視聴覚室 ６４０円 

ラウンジ  １００円  

備考  

１ 使用料の額は、消費税額及び地方消費税額を含めた額とする。  

２ 使用時間は、準備及び原状回復に要する時間も含めたものとする。  

３ 使用時間が１時間に満たない場合は、１時間とする。  

４ 使用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合の使用料は、この

表に定める額の２倍の額とする。  


